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○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令

の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条
の
二

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

第
一
条
の
二

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

試
験
事
務
（
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
事
務
を
い
う
。
以
下
こ
の

二

試
験
事
務
（
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
事
務
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
査
証
票
）

（
検
査
証
票
）

第
二
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
五
第
八

第
二
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

十
八
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
は
、
第

十
八
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
は
、
第

一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
手
続
）

（
登
録
手
続
）

第
三
条

令
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

第
三
条

令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

令
第
七
十
四
号
。
次
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
準
用
児
童
福
祉
法
施
行
令
」
と

令
第
七
十
四
号
。
次
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
準
用
児
童
福
祉
法
施
行
令
」
と

い
う
。
）
第
十
六
条
の
申
請
書
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
第
十
六
条
の
申
請
書
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
六
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
章
の
四
（
第
六
条
の
二
か
ら
第
六
条
の
八
ま

第
六
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
章
の
四
（
第
六
条
の
二
か
ら
第
六
条
の
八
ま

で
、
第
六
条
の
十
、
第
六
条
の
十
七
及
び
第
六
条
の
三
十
一
か
ら
第
六
条
の
三
十

で
、
第
六
条
の
十
、
第
六
条
の
十
七
及
び
第
六
条
の
三
十
一
か
ら
第
六
条
の
三
十

三
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
に
つ
い
て
準

三
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
に
つ
い
て
準
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用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
の
十
五

令
第
六
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（

第
六
条
の
十
五

令
第
六
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（

平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

。
以
下
「
特
区
法
施
行
令
」
と
い

。
以
下
「
特
区
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す

う
。
）
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
六
条

る
令
第
六
条

第
六
条
の
十
六

法
第
十
八
条
の
九
第
一

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
十
六

法
第
十
八
条
の
九
第
一

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

九
第
一
項

九
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
の
十
九

法
第
十
八
条
の
十
第
一

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
十
九

法
第
十
八
条
の
十
第
一

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

項
（
法
第
十
八
条
の
十

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

項
（
法
第
十
八
条
の
十

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

一
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
第
一
項
（
特
区
法
第
十
二
条
の

一
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
第
一
項
（
特
区
法
第
十
二
条
の

り
保
育
士
試
験
委
員

五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

り
保
育
士
試
験
委
員

四
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

に
よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
試
験
委
員

保
育
士
試
験
委
員

第
六
条
の
二
十
第

法
第
十
八
条
の
十
三
第

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
二
十
第

法
第
十
八
条
の
十
三
第

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

一
項

一
項
前
段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

一
項

一
項
前
段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
三
第
一
項
前
段

十
三
第
一
項
前
段

第
六
条
の
二
十
第

法
第
十
八
条
の
十
三
第

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
二
十
第

法
第
十
八
条
の
十
三
第

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

二
項

一
項
後
段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

二
項

一
項
後
段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
三
第
一
項
後
段

十
三
第
一
項
後
段

第
六
条
の
二
十
一

法
第
十
八
条
の
十
三
第

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
二
十
一

法
第
十
八
条
の
十
三
第

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
三
第
一
項

十
三
第
一
項

第
六
条
の
二
十
二

令
第
八
条

特
区
法
施
行
令
第
九
条
に
お
い
て

第
六
条
の
二
十
二

令
第
八
条

特
区
法
施
行
令
第
八
条
に
お
い
て
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準
用
す
る
令
第
八
条

準
用
す
る
令
第
八
条

第
六
条
の
二
十
三

法
第
十
八
条
の
十
四
前

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
二
十
三

法
第
十
八
条
の
十
四
前

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

第
一
項

段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

第
一
項

段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
四
前
段

十
四
前
段

第
六
条
の
二
十
三

法
第
十
八
条
の
十
四
後

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
二
十
三

法
第
十
八
条
の
十
四
後

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

第
二
項

段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

第
二
項

段

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
四
後
段

十
四
後
段

第
六
条
の
二
十
六

法
第
十
八
条
の
九
第
一

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
二
十
六

法
第
十
八
条
の
九
第
一

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

第
一
項

項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

第
一
項

項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

九
第
一
項

九
第
一
項

第
六
条
の
二
十
八

令
第
十
一
条

特
区
法
施
行
令
第
九
条
に
お
い
て

第
六
条
の
二
十
八

令
第
十
一
条

特
区
法
施
行
令
第
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
十
一
条

準
用
す
る
令
第
十
一
条

第
六
条
の
二
十
九

令
第
十
一
条

特
区
法
施
行
令
第
九
条
に
お
い
て

第
六
条
の
二
十
九

令
第
十
一
条

特
区
法
施
行
令
第
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
十
一
条

準
用
す
る
令
第
十
一
条

令
第
十
二
条

特
区
法
施
行
令
第
八
条

令
第
十
二
条

特
区
法
施
行
令
第
七
条

令
第
十
四
条

特
区
法
施
行
令
第
九
条
に
お
い
て

令
第
十
四
条

特
区
法
施
行
令
第
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
十
四
条

準
用
す
る
令
第
十
四
条

第
六
条
の
三
十

法
第
十
八
条
の
十
八
第

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
三
十

法
第
十
八
条
の
十
八
第

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
八
第
一
項

十
八
第
一
項

第
六
条
の
三
十
第

法
第
十
八
条
の
六
各
号

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の

第
六
条
の
三
十
第

法
第
十
八
条
の
六
各
号

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
の

三
号

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

規
定
に
よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域

三
号

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

規
定
に
よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域

か
の
別
及
び
当
該
要
件

限
定
保
育
士
と
な
る
資
格
を
有
す

か
の
別
及
び
当
該
要
件

限
定
保
育
士
と
な
る
資
格
を
有
す

に
該
当
す
る
に
至
つ
た

る
こ
と
と
な
つ
た

に
該
当
す
る
に
至
つ
た

る
こ
と
と
な
つ
た

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
六
条
の
三
十
四

法
第
十
八
条
の
五
各
号

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
各

第
六
条
の
三
十
四

法
第
十
八
条
の
五
各
号

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
四
項
各

第
二
号

号

第
二
号

号

第
六
条
の
三
十
五

法
第
十
八
条
の
十
九
第

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
三
十
五

法
第
十
八
条
の
十
九
第

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
九
第
一
項

十
九
第
一
項
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第
六
条
の
三
十
六

法
第
十
八
条
の
十
九
第

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に

第
六
条
の
三
十
六

法
第
十
八
条
の
十
九
第

特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の

十
九
第
一
項

十
九
第
一
項

令
第
十
七
条
第
一
項

特
区
法
施
行
令
第
九
条
に
お
い
て

令
第
十
七
条
第
一
項

特
区
法
施
行
令
第
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
十
七
条
第
一
項

準
用
す
る
令
第
十
七
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
読
替
規
定
）

（
読
替
規
定
）

第
七
条

法
第
十
二
条
の
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
が

第
七
条

法
第
十
二
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
が

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
一
条
第
四
項
、

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
一
条
第
四
項
、

第
一
条
の
二
第
一
項
、
第
四
条
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条

第
一
条
の
二
第
一
項
、
第
四
条
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条

第
四
項
、
第
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

第
四
項
、
第
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
」
と
、
前
条
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
六

「
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
」
と
、
前
条
中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
六

条
の
九
第
四
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第

条
の
九
第
四
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第

十
二
項
に
規
定
す
る
試
験
実
施
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
試
験
実
施
指
定
都
市
」

十
二
項
に
規
定
す
る
試
験
実
施
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
試
験
実
施
指
定
都
市
」

と
い
う
。
）
の
長
」
と
、
同
令
第
六
条
の
十
一
か
ら
第
六
条
の
十
六
ま
で
、
第
六

と
い
う
。
）
の
長
」
と
、
同
令
第
六
条
の
十
一
か
ら
第
六
条
の
十
六
ま
で
、
第
六

条
の
十
八
か
ら
第
六
条
の
二
十
ま
で
、
第
六
条
の
二
十
三
、
第
六
条
の
二
十
五
か

条
の
十
八
か
ら
第
六
条
の
二
十
ま
で
、
第
六
条
の
二
十
三
、
第
六
条
の
二
十
五
か

ら
第
六
条
の
二
十
九
ま
で
及
び
第
六
条
の
三
十
四
か
ら
第
六
条
の
三
十
七
ま
で
中

ら
第
六
条
の
二
十
九
ま
で
及
び
第
六
条
の
三
十
四
か
ら
第
六
条
の
三
十
七
ま
で
中

「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
」
と
、
同
令
第
六

「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
」
と
、
同
令
第
六

条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
、
試
験
実
施
指
定
都
市

条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
、
試
験
実
施
指
定
都
市

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
次
の
」
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
次
の
」
と
す
る
。

（
試
験
実
施
指
定
都
市
に
お
け
る
試
験
実
施
）

（
試
験
実
施
指
定
都
市
に
お
け
る
試
験
実
施
）

第
八
条

試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
は
、
当
該
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
の
管
轄
区

第
八
条

試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
は
、
当
該
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
の
管
轄
区

域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
保
育
士
試
験
を
年
二
回
以
上
行
う
場
合
又
は
国

域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
保
育
士
試
験
を
年
二
回
以
上
行
う
場
合
又
は
国

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
を
行
う
場
合
を
除
き
、
法
第
十
二
条
の
五
第

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
を
行
う
場
合
を
除
き
、
法
第
十
二
条
の
四
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
区
域
計
画
に
法
第
八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
と
し

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
区
域
計
画
に
法
第
八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
と
し

て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
と
当
該
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
の
合
意
に
よ
り
期
間

て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
と
当
該
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
の
合
意
に
よ
り
期
間

を
定
め
て
当
該
期
間
内
は
当
該
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
が
国
家
戦
略
特
別
区
域

を
定
め
て
当
該
期
間
内
は
当
該
試
験
実
施
指
定
都
市
の
長
が
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
試
験
を
行
う
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
試
験
を
行
う
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
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限
定
保
育
士
試
験
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

限
定
保
育
士
試
験
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
令
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
九
条

令
第
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

第
九
条

令
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
令
第
十
三
条
第
六
号
の
滞
在
者
名
簿
）

（
令
第
十
二
条
第
六
号
の
滞
在
者
名
簿
）

第
十
条
の
二

令
第
十
三
条
第
六
号
の
滞
在
者
名
簿
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
も
の

第
十
条
の
二

令
第
十
二
条
第
六
号
の
滞
在
者
名
簿
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
も
の

と
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

と
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
三
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所

２

令
第
十
二
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

令
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
滞
在
者
の
氏
名
、
住
所
及

３

令
第
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
滞
在
者
の
氏
名
、
住
所
及

び
職
業
の
ほ
か
、
滞
在
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
る
と
き

び
職
業
の
ほ
か
、
滞
在
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
国
籍
及
び
旅
券
番
号
と
す
る
。

は
、
そ
の
国
籍
及
び
旅
券
番
号
と
す
る
。

（
令
第
十
三
条
第
七
号
の
周
辺
地
域
の
住
民
）

（
令
第
十
二
条
第
七
号
の
周
辺
地
域
の
住
民
）

第
十
条
の
三

令
第
十
三
条
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

第
十
条
の
三

令
第
十
二
条
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
・
３
（
略
）

２
・
３
（
略
）

第
一
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
一
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

表

（
略
）

表

（
略
）

（
略
）

（
略
）

右
の
者
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準

右
の
者
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
四
第
八
項
に
お
い
て
準

用
す
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査

用
す
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査

を
す
る
職
権
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

を
す
る
職
権
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

裏

裏
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（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
の
五

（
略
）

第
十
二
条
の
四

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

児
童
福
祉
法
第
一
章
第
七
節
（
第
十
八
条
の
四
か
ら
第
十
八
条
の
七
ま

８

児
童
福
祉
法
第
一
章
第
六
節
（
第
十
八
条
の
四
か
ら
第
十
八
条
の
七
ま

で
、
第
十
八
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十
三
を

で
、
第
十
八
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十
三
を

除
く
。
）
及
び
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
国
家
戦
略
特
別
区

除
く
。
）
及
び
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
国
家
戦
略
特
別
区

域
限
定
保
育
士
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

域
限
定
保
育
士
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

９
～

（
略
）

９
～

（
略
）

19

19

第
二
号
様
式

（第
三
条
関
係

）

第
二
号
様
式

（第
三
条
関
係

）

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
申
請
書

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
申
請
書

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

□

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
(
以
下

法
と
い
う
)
第
1
2条

□

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
(
以
下

法
と
い
う
)
第
1
2
条

「
」

「
」

の
５
第
1
5項
若
し
く
は
第
1
7
項
か
ら
第
1
9
項
ま
で
の
規

の
４
第
1
5
項
若
し
く
は
第
1
7項
か
ら
第
1
9項
ま
で
の
規

定
又
は
児
童
福
祉
法
の
規
定
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関

定
又
は
児
童
福
祉
法
の
規
定
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ

す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ

そ
り

罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

そ
の
執
行
を
終
わ
り

そ
り

罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

そ
の
執
行
を
終
わ
り

、
、

、
、

、
、

の
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

の
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

他
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
者

他
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
者

□
法
第
1
2
条
の
５
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉

□
法
第
1
2
条
の
４
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉

法
第
1
8
条
の
1
9
第
１
項
第
２
号
又
は
第
２
項
の
規
定
に

法
第
1
8
条
の
1
9
第
１
項
第
２
号
又
は
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起

よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起

、
、

算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
者

算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
者

（略

）

（略

）

私
は

国
家
戦
略
特
別
区
域
保
育
士
の
登
録
を
受
け
た
い
の
で

上
記
事

私
は

国
家
戦
略
特
別
区
域
保
育
士
の
登
録
を
受
け
た
い
の
で

上
記
事

、
、

、
、

項
に
つ
い
て

虚
偽
の
記
載
を
せ
ず

か
つ

事
実
を
隠
蔽
し
て
い
な
い
こ

項
に
つ
い
て

虚
偽
の
記
載
を
せ
ず

か
つ

事
実
を
隠
蔽
し
て
い
な
い
こ

、
、

、
、

、
、
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と
を
誓
い

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
第
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児

と
を
誓
い

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
第
８
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児

、
、

童
福
祉
法
施
行
令
第
1
6条
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
し
ま
す

童
福
祉
法
施
行
令
第
1
6
条
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
し
ま
す

。
。

（略

）

（略

）

備
考

（略

）

備
考

（略

）

（略

）

（略

）

備
考

（略
）

備
考

（略

）

第
四
号
様
式

（第
五
条
関
係

）

第
四
号
様
式

（第
五
条
関
係

）

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
証
書
換
え
交
付
申
請
書

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
証
書
換
え
交
付
申
請
書

（略

）

（略

）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
12
条
の
５
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
1
2
条
の
４
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福

祉
法
第
1
8条
の
1
8
第
１
項
の
登
録
事
項
に
下
記
の
と
お
り
変
更
が
あ
り
ま
し

祉
法
第
1
8
条
の
1
8
第
１
項
の
登
録
事
項
に
下
記
の
と
お
り
変
更
が
あ
り
ま
し

た
の
で

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
第
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童

た
の
で

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
第
８
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童

、
、

福
祉
法
施
行
令
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

書
換
え
交
付
を
申
請
し

福
祉
法
施
行
令
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

書
換
え
交
付
を
申
請
し

、
、

ま
す

ま
す

。
。

（略

）

（略

）

備
考

（略

）

備
考

（略

）

第
五
号
様
式

（第
五
条
関
係

）

第
五
号
様
式

（第
五
条
関
係

）

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
証
再
交
付
申
請
書

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
証
再
交
付
申
請
書

（略

）

（略

）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
第
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
第
８
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法

施
行
令
第
1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
理
由
に
よ
り
再
交
付
を

施
行
令
第
1
8条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
理
由
に
よ
り
再
交
付
を

、
、

申
請
し
ま
す

申
請
し
ま
す

。
。

（略

）

（略

）
備
考

（略

）

備
考

（略

）



- 9 -

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三
十
二

法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

第
一
条
の
三
十
二

法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
は
、
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事

定
め
る
者
は
、
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事

そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別

そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行

二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行

う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
）
又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市

区
域
限
定
保
育
士
）
又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市

町
村
長
が
認
め
る
者
と
す
る
。

町
村
長
が
認
め
る
者
と
す
る
。

第
六
条

法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

第
六
条

法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

九

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

あ
る
児
童
相
談
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

あ
る
児
童
相
談
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
で
あ
つ
て
、
指
定
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
で
あ
つ
て
、
指
定
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上

相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
講
習
会
の
課
程
を
修

相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
講
習
会
の
課
程
を
修

了
し
た
も
の

了
し
た
も
の

十
～
十
三

（
略
）

十
～
十
三

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
八

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
八

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

法
第
二
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

③

法
第
二
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
次
の
各
号
の

児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

四

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

あ
る
市
町
村
の
設
置
し
た
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
市
町
村
が
地
方
公

あ
る
市
町
村
の
設
置
し
た
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
市
町
村
が
地
方
公



- 11 -

共
団
体
（
市
町
村
を
除
く
。
）
と
共
同
し
て
設
置
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係

共
団
体
（
市
町
村
を
除
く
。
）
と
共
同
し
て
設
置
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係

る
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区

る
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区

域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）

域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

第
三
十
六
条
の
八

（
略
）

第
三
十
六
条
の
八

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

指
導
員
は
、
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
に

③

指
導
員
は
、
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
児
童
の
自
立
支
援
に
熱
意
を
有
し
、
か
つ
、
次
の

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
児
童
の
自
立
支
援
に
熱
意
を
有
し
、
か
つ
、
次
の

各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

あ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

あ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

④

（
略
）

④

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

一

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
主
と
し
て
保
育
所
等
に
通
っ
て
い

て
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
主
と
し
て
保
育
所
等
に
通
っ
て
い

な
い
、
又
は
在
籍
し
て
い
な
い
乳
幼
児
に
対
し
て
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場

な
い
、
又
は
在
籍
し
て
い
な
い
乳
幼
児
に
対
し
て
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場

合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

合
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

「
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

た
す
こ
と
。

た
す
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の

ロ

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
準
じ
、
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及

規
定
に
準
じ
、
一
般
型
一
時
預
か
り
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及

び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該
乳
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と
し
て
保
育
士
（
特

び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該
乳
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と
し
て
保
育
士
（
特
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区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
般
型

区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
般
型

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
ハ
た
だ

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
ハ
た
だ

し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指

し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指

定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し

定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し

た
者
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
（
当
該
一
般
型
一

た
者
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
（
当
該
一
般
型
一

時
預
か
り
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
一
日
当
た
り
平
均
三
人

時
預
か
り
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
一
日
当
た
り
平
均
三
人

以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
研
修
と
同

以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
研
修
と
同

等
以
上
の
内
容
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
ハ

等
以
上
の
内
容
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
ハ

た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は

た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は

、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二

幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
幼
稚
園
等
」
と
い

二

幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
幼
稚
園
等
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
主
と
し
て
幼
稚
園
等
に
在
籍
し
て
い
る
満
三
歳
以
上
の
幼

う
。
）
に
お
い
て
、
主
と
し
て
幼
稚
園
等
に
在
籍
し
て
い
る
満
三
歳
以
上
の
幼

児
に
対
し
て
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
幼
稚

児
に
対
し
て
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
幼
稚

園
型
一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す

園
型
一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
。

こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の

ロ

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
準
じ
、
幼
稚
園
型
一
時
預
か
り
事
業
の
対
象
と
す
る
幼
児
の
年
齢
及

規
定
に
準
じ
、
幼
稚
園
型
一
時
預
か
り
事
業
の
対
象
と
す
る
幼
児
の
年
齢
及

び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と
し
て
保
育
士
（
特
区

び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と
し
て
保
育
士
（
特
区

法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
幼
稚
園
型

法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
幼
稚
園
型

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
ハ
た
だ

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
ロ
及
び
ハ
た
だ

し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免

し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免

許
法
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に

許
法
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許
状
所
有
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
市
町
村

お
い
て
「
幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許
状
所
有
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
市
町
村

長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が

長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が

行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数

行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数

以
上
は
保
育
士
又
は
幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許
状
所
有
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

以
上
は
保
育
士
又
は
幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許
状
所
有
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
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し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

②

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
乳
幼

②

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
乳
幼

児
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
施
設
又
は

児
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
施
設
又
は

駅
周
辺
の
施
設
そ
の
他
の
利
便
性
の
高
い
施
設
に
お
い
て
、
乳
幼
児
を
対
象
に
一

駅
周
辺
の
施
設
そ
の
他
の
利
便
性
の
高
い
施
設
に
お
い
て
、
乳
幼
児
を
対
象
に
一

時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
六
条
の
三
十
五
の
規
定

時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
六
条
の
三
十
五
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

二

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
準
じ
、
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該

定
に
準
じ
、
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
当
該

乳
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と
し
て
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項

乳
幼
児
の
処
遇
を
行
う
職
員
と
し
て
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項

に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該

に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該

事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
号
に
お
い
て
同

事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事

じ
。
）
又
は
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事

そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
。
た
だ

そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

看
護
師
は
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

６

看
護
師
は
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

施
区
域
内
に
あ
る
乳
児
院
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係

施
区
域
内
に
あ
る
乳
児
院
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係

る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
又
は
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

）
又
は
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
幼
児
十
人
の
乳
児
院
に
は

も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
幼
児
十
人
の
乳
児
院
に
は

二
人
以
上
、
乳
幼
児
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
お
お
む
ね
十
人
増
す
ご
と
に
一

二
人
以
上
、
乳
幼
児
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
お
お
む
ね
十
人
増
す
ご
と
に
一

人
以
上
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
以
上
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
母
子
支
援
員
の
資
格
）

（
母
子
支
援
員
の
資
格
）

第
二
十
八
条

母
子
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

第
二
十
八
条

母
子
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

あ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

あ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
資
格
を
有
す
る
者

）
の
資
格
を
有
す
る
者

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
三
条

保
育
所
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す

第
三
十
三
条

保
育
所
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す

る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱

区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
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託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を

託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を

委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

２

児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

あ
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る

あ
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

三
～
六
（
略
）

三
～
六
（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
二
条

児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
（
特
区
法

第
四
十
二
条

児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
（
特
区
法

第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
に

第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
に

あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
。
第
六
項
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
個
別
対
応
職
員
、
家

保
育
士
。
第
六
項
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
個
別
対
応
職
員
、
家

庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
並
び
に
乳
児
が
入
所
し
て
い
る
施
設

庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
並
び
に
乳
児
が
入
所
し
て
い
る
施
設

に
あ
つ
て
は
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下

に
あ
つ
て
は
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施

設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
九
条

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る

第
四
十
九
条

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る

児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導

同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導

員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
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あ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域

あ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域

に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
障
害
児
通
所
支
援
又
は
障

栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
障
害
児
通
所
支
援
又
は
障

害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人

以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

15

15

（
職
員
）

（
職
員
）

第
五
十
八
条

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は

第
五
十
八
条

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は

、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育

、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育

士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
医
療

士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
児

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
児

童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
六
十
三
条

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る

第
六
十
三
条

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
嘱

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
嘱

託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事

託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の

ほ
か
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
、
機
能
訓
練

ほ
か
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
、
機
能
訓
練

担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う

担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を

。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を

通
わ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に

通
わ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に



- 18 -

あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
六
十
九
条

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療

第
六
十
九
条

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療

所
と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の

所
と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の

五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域

ー
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
）
、
看
護
師
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
児
童
発
達
支
援

限
定
保
育
士
）
、
看
護
師
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
児
童
発
達
支
援

管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
七
十
三
条

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
児
童
指

第
七
十
三
条

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
児
童
指

導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内

導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内

に
あ
る
児
童
心
理
治
療
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

に
あ
る
児
童
心
理
治
療
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
看
護
師

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
看
護
師

、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け

、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
）

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
）

第
八
十
三
条

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

第
八
十
三
条

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

一

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

あ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

あ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 20 -

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（

第
十
三
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
滞
在
者
名

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（

第
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
滞
在
者
名

平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

簿
の
備
付
け

平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

簿
の
備
付
け

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令

第
十
三
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
滞
在
者
名

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令

第
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
滞
在
者
名

簿
の
作
成

簿
の
作
成

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
条

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事

第
五
条

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事

業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援

業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援

事
業
所
」
と
い
う
。
）
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

事
業
所
」
と
い
う
。
）
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

指
導
員
又
は
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

一

指
導
員
又
は
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事

七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行

う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
指
導
員

う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
指
導
員

又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ

又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
六
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達

第
六
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
く

支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
く

べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下

べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下

の
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養

の
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養

士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は

士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は

第
四
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
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は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
四
条
の
二

児
童
発
達
支
援
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下
「
基
準
該

第
五
十
四
条
の
二

児
童
発
達
支
援
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下
「
基
準
該

当
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発

当
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発

達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当

達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当

児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、

児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
導
員
又
は
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

一

指
導
員
又
は
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

施
区
域
内
に
あ
る
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

施
区
域
内
に
あ
る
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供

を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た

を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た

る
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区

る
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
六
条

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
医
療

第
五
十
六
条

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
医
療

型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「

型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に

三

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
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あ
る
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事

あ
る
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事

業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）

一
以
上

業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）

一
以
上

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３
（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
六
十
六
条

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
放

第
六
十
六
条

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者

下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者

及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業

一

児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業

実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保

実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保

育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以

育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若

し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
、
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教

り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
、
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教

育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校

育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校

教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以

教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
も
の
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
と

ス
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
も
の
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
と

い
う
。
）

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う

い
う
。
）

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う

時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る

時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る

児
童
指
導
員
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
合
計
数
が
、
イ
又

児
童
指
導
員
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
合
計
数
が
、
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

数
以
上

数
以
上

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）
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第
七
十
一
条
の
二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下

第
七
十
一
条
の
二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下

「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行

「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行

う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）

う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。
）

に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業

一

児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業

実
施
区
域
内
に
あ
る
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は

実
施
区
域
内
に
あ
る
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は

、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士

、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者

基
準

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者

基
準

該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通

該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通

じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指

じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指

導
員
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に

導
員
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
六
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
四
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、

第
四
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福

次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福

祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を

祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を

委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か

委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調
理
員
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二

三

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二

十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導

十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導

員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
五
第
五

十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
五

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ

っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
二
条

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数

第
五
十
二
条

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
七
条

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

第
六
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居

第
六
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
七
条
第
一
項

宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
七
条
第
一
項

、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、

、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、

第
十
六
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

第
十
六
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
、
家
庭
的
保
育

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
、
家
庭
的
保
育

事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
三
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要

事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
三
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要

な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規

な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い

定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
国

て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係

家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い

る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
連
携
施
設

う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事

」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他

業
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業
者
」
と
い
う

の
地
域
で
あ
っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め

。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
）
に
係
る
連
携
協
力
を

る
も
の
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
第
十

行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）

六
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い

を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
に
お
い

て
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
第
十
六
条
第
二
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
り

り
で
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
規
程
）

（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
規
程
）

第
十
八
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

第
十
八
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育

六

乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
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事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
乳
児
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
及
び
満
三
歳
以
上
の

幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
）

七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

家
庭
的
保
育
者
（
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者

２

家
庭
的
保
育
者
（
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る

都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
（

都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
（

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
家
庭
的
保

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と

育
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
家
庭
的

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を

保
育
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る

有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

る
者
と
す
る
。

を
有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
九
条

小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五

第
二
十
九
条

小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四

A

A

第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
あ
っ

第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
あ
っ

A

A

て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
又
は
第

い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
又
は
第

A

A

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事

業
所

型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

業
所

型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

A

A

２

保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

２

保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

の
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。

の
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
（

三

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
（
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法
第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
又
は
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

法
第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。

基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
一
条

小
規
模
保
育
事
業

型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業

第
三
十
一
条

小
規
模
保
育
事
業

型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業

B

B

所

型
」
と
い
う
。
）
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定

所

型
」
と
い
う
。
）
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定

B

B

す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士

す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士

B

B

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（

い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（

市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）

市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）

を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
）
、
嘱
託

を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
）
、
嘱
託

医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委

医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委

託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施

託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施

B

B

設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置

設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置

B

B

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

保
育
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳
幼
児
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

保
育
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳
幼
児
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は

号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は

保
育
士
と
す
る
。

保
育
士
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
（

三

満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童

お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
（

法
第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
又
は
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

法
第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。

基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
四
条

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二

第
四
十
四
条

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二

条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育

条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
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事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な

区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所

内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬

内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬

入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ

入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
七
条

事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。

第
四
十
七
条

事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い
う
。

）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保

）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保

育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規

育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は

定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は

、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。

、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行

う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を

う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を

含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。

含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。

）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の

）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の

全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規

全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に

定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に

あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、

３

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、

都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十

一

保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十

二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
放
課
後
児
童
健
全
育

二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略

成
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九

年
九
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


